
石綿障害予防規則に関する
説明会

令和５年２月２日（木）
尼崎労働基準監督署



次第

～改正石綿則について～
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おける留意事項について



審議会資料から

（１） 石綿障害予防規則等の改正の経緯

今後の解体等工事件数について、
解体工事件数は今後増加し、
2028年頃にピークを迎えるとされている。
（中央環境審議会大気・騒音振動部会 石綿飛散防止小委員会
（第一回）の資料４より（一部の抜粋））

中央環境審議会からの中間答申（平成25年2月）や
総務省による行政評価・監視（平成28年5月）により、
事前調査の信頼性の確保、
いわゆるレベル３建材除去時の石綿飛散防止等の課題について
指摘されている。
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１ 改正の経緯・全体像



「建築物の解体・改修等における
石綿ばく露防止対策等検討会」（厚生労働省の検討会）
第１回開催 平成３０年８月３日
第１０回開催 令和４年１１月２日

「建築物の解体・改修等における
石綿ばく露防止対策等検討会報告書」
令和２年４月１４日付け
令和３年１１月１日付け
令和４年１１月９日付け
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労働安全衛生法（石綿障害予防規則）の
ほかに、

大気汚染防止法・・・建物を壊すとき
廃棄物処理法・・・廃棄物になったもの
があります。
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■事前調査の実施
＊調査方法を明確化 ＊資格者による調査
調査結果の３年保存、現場への備え付け

■作業計画の作成
作業計画に基づく作業状況などの写真などによる記録・３年保存

■掲示
■作業時に建材を湿潤な状態にする
■マスク等の使用
■作業主任者の選任
■作業者に対する特別教育の実施
■健康診断の実施

計画届の提出*14日前まで
(レベル２まで拡大)

レベル１建材 レベル２建材 レベル３建材けい酸ｶﾙｼｳﾑ板第１種(破砕時)
仕上塗材(電動工具での除去時)

石綿飛散の危険性
高 低

事前調査結果等の報告（一定規模以上の工事が対象）

■作業場所を隔離し、
負圧を維持
■集じん・排気装置の初回時・
変更時の点検
■作業前・作業中断時の
負圧点検
■隔離解除前の取り残し確認

作業場所の隔離

＊黄色下線部が改正事項

改正後の規制
(改正石綿障害予防規則)

労働者ごとの
作業の記録は
40年保存

（２）全体像
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工作物の事前調査も、
資格者が実施する
ようになります。

(令和８年１月１日～)

建築物石綿含有建材
調査者 等



（１）事前調査
①事前調査の方法
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（注意）
石綿の含有率は、
何回かにわたって変更され
ています。
現在(H18.9.1以降)：0.1％
（以前は、１％や５％）

H18.9.1より前は、ノンアス
ベスト建材等の記載であっ
ても、０．１％を超えて含
まれていることがある。

２ 主な改正内容
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②事前調査を
することができる者
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◎工作物の解体等の事前調査者の資格要件

① 次の工作物の解体等の事前調査について、要件を新設
（公布日：令和５年１月１１日）
（施行日：令和８年（２０２６年）１月１日）

② 工作物の事前調査者の資格要件を設ける対象
（１）特定工作物
（２）特定工作物以外の工作物の解体等の作業のうち、

石綿にばく露するおそれが比較的高い作業
（塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料
の除去等の作業）

塗料、モルタル、コンクリート補修
剤（シーリング材、パテ、接着剤）

⇒工作物石綿事前調査者（仮称）

③ 事前調査結果等の記録の作成
事前調査を行った者の氏名を記録し、要件を満たすものである書類
（資格証等）の写しとともに３年間保存する。 12
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◎建築物石綿含有建材調査者講習
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③事前調査の記録
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④事前調査結果の報告
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（追加）
観光用エレベーター
の昇降路の囲い

請負金額には、
材料費含む。
消費税含む。



17

石綿が無ければ、
無いということ
を報告します。



⑤事前調査結果の報告は、システムで報告
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（２）除去工事について
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（３）作業の記録
①作業の実施状況の記録
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②労働者ごとの作業の記録
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パンフレット

石綿含有建材調査者講習

３ 資料等
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〇改正石綿則等の情報は

前頁の「その他」
のページから

改正条文等も掲載 26



４ 石綿除去工事等における留意事項について

１ 作業主任者や事前調査結果等の掲示
作業主任者は、石綿除去工事を１次下請や、２次下請など、複数で行うときは、

それぞれで作業主任者を選任・掲示する必要があります。

２ 休憩場所等について
天井や梁の吹付け石綿がむき出しになっている部屋等で、

資材や道具などを擦った跡がある場合も見かけます。

このような場所で、休憩場所として、飲食をしないでください。

３ 墜落・転落防止の措置（フロア等の開口部について）
石綿除去工事と解体工事の作業が同時進行していると、

照明が少なく、フロアの開口部ができていたりします。

開口部を単管で囲って入れないようにするなど、

墜落しないようにしてください。

４ 作業の状況の記録について
養生の状況や、負圧の状況、保護具の使用状況などを

写真などで記録し保存してください。

５ 作業の中断時の前室の負圧
何日かにわたる作業で、１日の作業が終わった後、

作業者が一斉に出る際も、前室が負圧になっているように点検をしてください。

石綿作業主任者
・・・・・・・・
・・・・・
・・・・・・

Ａ社： a山ｂ夫
Ｂ社： ｃ崎ｄ郎



ご安全に！

労働安全衛生の取り組みを
引き続き

よろしくお願いします。

工作物の事前調査に関する資格など、今後も各種の公示・公
表等があります。
本日の内容を取っ掛りとして、勉強していただければ幸いです。


